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    船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                          委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２４日 ０５時２１分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市三ツ島北東方沖 

三島
みつしま

灯台から真方位０５８°５.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４６.４６′ 東経１２９°３２.５４′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号 

船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 BOHAI
ボ ー ハ イ

 STAR
ス タ ー

（大韓民国籍）、７,４０９トン 

   ９２２４３６２（ＩＭＯ番号）、NAM SUNG SHIPPING CO.,LTD 

   １２７.９３７ｍ×２０.００ｍ×１０.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５,６００kＷ、２０００年１０月 

Ｂ 漁船 第十八海宝
かいほう

丸、１８トン  

   ＮＳ２－１６９５６（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.２３ｍ（Lr）×３.９１ｍ×１.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６１０kＷ、平成１年２月３日 

   第２９０－４５１３１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ５３歳 

  一級航海士（大韓民国発給） 

交付年月日 ２０１０年５月１３日 

（２０１５年５月１２日まで有効） 

航海士Ａ（大韓民国籍） 男性 ４８歳 

  二級航海士（大韓民国発給） 

交付年月日 ２０１２年１１月１日 

（２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

     免許登録日  昭和４９年１０月２５日 

     免許証交付日 平成２２年３月１６日 

（平成２７年５月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷後部外板に擦過傷 
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Ｂ 右舷船尾部が破損、機関、航海計器及びいか釣り機等に濡損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１３人が乗り組み、２０１４年７

月２４日０２時４０分ごろ、福岡県福岡市博多港に向けて大韓民国

釜山
プ サ ン

港を出港した。 

航海士Ａは、甲板手と共に航海当直に当たり、自動操舵で針路を１

２４°（真方位、以下同じ。）に設定し、約１７.０ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で対馬北東方沖を航行していたところ、

０５時１０分ごろ、左舷前方約３Ｍの所にＢ船を認めたが、Ａ船が保

持船なのでＢ船が避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行し

た。 

航海士Ａは、Ｂ船が進路、速力を変えずに接近してくるので、汽笛

を鳴らし、昼間信号灯を照射して注意を喚起したが、Ｂ船が至近にな

って衝突の危険を感じ、甲板手に手動操舵に切り替えて右舵一杯を指

示して右回頭中、０５時２１分ごろ、三ツ島北東方沖において、Ａ船

の左舷後部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員２人が乗り組み、いか一本釣り漁を行っ

た後、０４時００分ごろ、対馬市比田勝港に向けて三ツ島北東方沖１

５Ｍ付近の漁場を出発した。 

船長Ｂは、操舵室で板状の台に腰を掛けて操船に当たり、レーダー

を１台は１２Ｍレンジ、１台は３Ｍレンジで使用し、自動操舵で針路

を１９０°に設定し、約１０kn の速力で航行していたところ、レー

ダーにより右舷正横後方約５Ｍの所にＡ船を認めた。 

船長Ｂは、レーダー画面の航跡の方向からＡ船と衝突する危険はな

いと思い、以後、Ａ船に対する見張りを行わずに南進中、Ｂ船とＡ船

とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが衝撃で衝突に気付いて機関を中立にしたが、しば

らくＡ船に接触した状態で並走し、徐々に左舷側に傾き、転覆した。 

船長Ｂ及びＢ船の甲板員２人は、転覆したＢ船の船底に上がってい

たところを僚船に救助され、Ｂ船は、転覆した状態で僚船にえい
．．

航さ

れ、比田勝港に帰った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

日出時刻：０５時２５分 

 その他の事項 

 

船長Ｂは、レーダーでＡ船を認めた後、衝突するまで右舷方から接

近するＡ船に気付かなかった。 

Ｂ船は、ＡＩＳ受信機を持っており、そのデータからレーダー画面

の船の映像に船名、針路などが表示される。 

船長Ｂ及びＢ船の甲板員２人は、救命胴衣を着用する時間がなかっ



- 3 - 

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三ツ島北東方沖を南東進中、航海士Ａが、左舷前方からＢ

船が接近してきたが、Ｂ船が避けるものと思い、針路及び速力を保持

して航行したことから、Ｂ船が至近になって衝突の危険を感じ、汽笛

を吹鳴し、昼間信号灯を照射した後、右舵一杯を取って右回頭中、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、三ツ島北東方沖を南進中、船長Ｂが、レーダーでＡ船を右

舷正横後方約５Ｍの所に認めたが、衝突する危険はないと思い、その

後、見張りを行っていなかったことから、Ａ船が至近に接近している

ことに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、三ツ島北東方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が南進

中、航海士Ａが、左舷前方から接近するＢ船が避けるものと思い、針

路を保持して航行し、また、船長Ｂが、Ａ船をレーダーで認めたが、

衝突する危険はないと思い、見張りを行っていなかったため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、レーダーなどを活用して見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

事故発生場所 

（平成２６年７月２４日 ０５時２１分ごろ発生） 
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  付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

 05:04:57 34-48-52.4 129-27-55.4 125 115 15.9 

 05:05:01 34-48-51.8 129-27-56.8 126 117 15.9 

 05:06:00 34-48-43.6 129-28-12.4 125 122 16.0 

 05:07:01 34-48-35.1 129-28-29.0 125 121 16.2 

 05:08:06 34-48-25.8 129-28-47.6 124 120 16.2 

 05:09:00 34-48-17.9 129-29-03.7 124 120 16.2 

 05:10:00 34-48-10.0 129-29-19.7 124 120 16.2 

 05:11:06 34-48-00.5 129-29-38.8 124 121 16.2 

 05:12:00 34-47-53.3 129-29-53.5 124 120 16.3 

 05:13:00 34-47-44.6 129-30-11.4 124 120 16.3 

 05:14:02 34-47-36.4 129-30-28.1 124 121 16.3 

 05:15:06 34-47-27.2 129-30-46.3 124 121 16.2 

 05:16:00 34-47-19.6 129-31-01.2 124 121 16.3 

 05:17:00 34-47-10.6 129-31-19.3 124 121 16.3 

 05:18:00 34-47-01.9 129-31-36.2 125 122 16.3 

 05:19:00 34-46-53.2 129-31-52.6 124 123 16.3 

 05:20:01 34-46-44.9 129-32-08.1 123 122 16.2 

 05:21:01 34-46-36.2 129-32-25.1 141 123 16.2 

 05:21:10 34-46-34.3 129-32-28.2 154 128 15.9 

 05:21:20 34-46-32.2 129-32-30.4 168 134 15.5 

 05:21:30 34-46-30.7 129-32-31.4 182 144 14.6 

 05:21:40 34-46-27.7 129-32-32.6 195 158 13.4 

 05:21:50 34-46-26.0 129-32-32.7 205 168 12.7 

 05:22:00 34-46-24.1 129-32-32.4 216 181 11.8 

（注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 


